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療養の給付と 直接関係のないサービス 等について 

  
0  保険医・僚機関等において 保険診療を行 うに 当たり、 療養の給付とは 直接関係の 

な い サービス等について 患者から実費を 徴収することは、 健康保険法においても 

特に禁止されていない。 

0  なお、 これまで、 患者から実費徴収が 認められるサービス 等について r ま 、 「保険 

医療機関等において 患者から求めることができる 実費について」 ( 平成 1 2 年「「 

同 1 0 日保険 登 第 1 86 号保険 局 医療課長・歯科医療管理官通知 ) ( 参考 1) によ   

り、 取り扱われている。 

2  これまでの議論の 錦 

① 「中間とりまとめ」 ( 平成 16 年 8 月 3 日規制改革・ 民間開放推進会議 ) 

一連の診療行為の 中で行 う 予防的処置・ 保険適用回数等に 制限があ る検査、 

患者の価値観により 左右される診療行為、 診療行為に付帯するサービスを 直ち 

に 全面解禁する。 
( 診療行為に付帯するサービスの 具体例 ) 

・外国人患者のための 通訳 ( 病院が用意した 場合の通訳 ) 

② 「特定療養費制度の 在り方に係る 基本的方向性』 ( 平成 1 6 年 1 2 月 3 日中医協 

診療報酬基本問題小委員会 ) 

療養の給付と 直接関係のないサービス 等については、 該当するか否かが 必ず 

しも明らかでないものとしてどのようなものがあ るか、 患者や医療現場のニ 一 

ズを 把握した上で、 そもそも保険診療と 保険 外 診療との併用の 問題が生じない 

ことを明確化するべきであ る。 ( 参考 2) 

③ 「 い わゆる「混合診療」問題に 係る基本的合意」 ( 平成 l G 年 l 2 月 1 5 日雇 

生 労働大臣・規制改革担当大臣合意 ) 



療養の給付と 直接関係のないサービス 等については、 保険診療との 併用の問 

題が生じないことを 明確化する。 ( 参考 3) ④ 「規制改革・ 民間開放の推進に 関する 第 1 決答申」 ( 平成 1 6 年 1 2 月 2 4 日 

規制改革・民間開放推進会 ; 劫 

療養の給付と 直接関係のないサービス 等について、 保険診療との 併用の問題 

が生じないことを 明確化する。 [ 平成 1 7 年夏までに措置 ] ( 参考 4) 

  
0  療養の給付と 直接 M 係のな い サービス等に 該当するか否かが 必ずしも明らか 

でないものとしてどのようなものがあ るか、 患者や医療現場のニーズを 把握する 

こととしてはどうか。 

づ 厚生労働省のホームページを 通じ、 幅広く国民・ 医療機関等関係者からの 街 

意見を募集するとともに、 関係団体等に 意見を求めてはどうか。 ( 参考 @5) 
( 考えられる 例 )   

・ 外国人患者のための 通訳 
  美容整形 

  その他多様な 患者サービス ( インターネットの 利用等 )  等 

0  予防的処置の 取扱いについてど う 考えるか。 

づ入院患者に 対する検査，検診や 予防的な処置についても、 療養の給付から 独 

立して行われるものについては、 原則として，療養の 給付と直接関係のない サ 

一 ビス等として 扱って構わないのではないか。 

[ 規制改革・民間開放推進会議が 挙げている 例 ] 

  入院中患者が 行 う 検査・検診 0 心臓病患者の 希望する盲検診等 ) 

  老齢者に対する 肺炎球菌ワクチン 予防接種 ( 疾病治療時に 患者が希望した 

場合 ) 
  分娩前の脊椎二分 症等 予防のための 葉酸使用 ( 疾病で入院中の 妊婦に対す 

る 予防的処置 ) 

*  「健康診断時及び 予防接種の費 m について」 ( 平成 1 5 年 7 月 30 日保険 局 

医療 課 事務連絡 ) ( 参考 6) 
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( 参考 U 

保険医療機関等において 患者から求めることができる 実費について ( 抄 ) 

( 平成 12 年Ⅱ 月 10 日保険 発第 ]86 号保険 局 医療課長・歯科医療管理官通知 ) 

「 実費徴収に関する 手続について 

(1) 保険医療機関等内の 見やすい場所、 例え @%  受付窓口、 待合室等に実費徴収に 係る サービ、 ス 

等の内容 放 て 麻 4 金について患者にとって 分かりやすく 掲示しておくこと。 なお、 掲示の方法に 

ついては、 「 [ 痛 ま里見則及び 薬担 規則並びに 療生 基準に基づき 厚生労働大臣が 定める掲示事項 

等刀及び [ 選定療養及 び 特定療養費に 係る厚生労働大臣が 定める医薬品等刀の 制定に伴う実施 

上の留意事項について」 ( 平成 1 4 年 3 月 8 日供 医発第 0318 ㏄ ] 号 ) 第 「の 2 円に示す掲示 側 

によること。 

(2) 患者からの実費徴収 力泌凄 となる場合に @%  患者に対し、 徴収に係るサービスの 内容や料金 

等について明確かつ 懇切に説明し、 同意を確認の 上徴収すること。 この同意の確認 由 徴収に 

係るサービスの 内容及び料金を 明示した文書に 患者側の署名を 受けることにより 行 う もので 

あ ること。 ただし、 この同意書による 確認 t  実費徴収の必要が 生じるごとに 逐次行 う 必要は 

なく、 入院に係る説明等の 際に具体的な 内容及び料金を 明示した同意書により 包括的に確認す 

る 方法で差し支えないこと。 なお、 このような場合でも、 以後別途実費徴収する 事項が生じた 

ときは、 その都度、 同意書により 確認すること。 

(3) 患者から実費徴収した 場合 l%  他の費用と区別した 内容のわかる 領収証を発行すること。 

(4) なお、 「保険 (E 療 ) 給付と重複する 保険 外 負担の是正について」及び「 m 療担 規則及び 薬担 

規則並びに 療担 基準に基づき 厚生労働大臣が 淀める掲示事項等 ] 及び T 選定療養及び 特定療養 

費に係る厚生労働大臣が 定める医薬品等山の 制定に伴う実施上の 留意事項について」に 示した 

とおり、 「お 輯肝甜 4 」「施設管理料」「雑費」等の 暖 味 な名目での実費徴収は 認められないので、 

改めて留意されたいこと。 

2  実費徴収が認められるサービス 等 

患者から実費徴収できるサービス 等の具体何としては、 次に掲げるものが 挙げられること。 

(1) 日常生活上必要なサービスに 係る費用 

ア おむつ 代 

イ 病友貸与 代 ( 手術、 検査等を行う 場合の病友貸与を 除く。 ) 

ウ テレビ 代 
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(2) 公的保険給付とは 関係のない文書の 発行に係る 費 " 
ア 証明書 代 

ィ 診療録の開示手数料 ( 閲覧、 写しの交付等に 係る手数料 )  等 

(3) 診療報酬点数表上実費徴収が 可能なものとして 明記されている 費用 

ァ 在宅医療に係る 交通費 

イ 薬剤の容器 代 ( ただし、 原則として保険医療機関等から 患者へ貸与するものとする。 )  等 

3  実費徴収が認められないサービス 等 

実費徴収が認められないサービス 等としては、 具体的には次に 掲げるものが 挙げられること。 

(1) 手技 料 等に包括されている 材料やサービスに 係る費用 

7  Al@g@l@@@CD 

( 例 ) シーツ 代 、 冷暖房代、 電気代、 清拭用タオル 代 等 

ィ 材料に係るもの 

( 例 ) 衛生材料 代 ( ガーゼ 代 、 絆創膏 代等 ) 、 手術に通常使用する 材料 代 ( 縫合桑代筆 ) 、 

ウ ロバッバ代 筆 

ウ サービスに係るもの 

( 例 ) 手術双の剃毛 代 、 診療情報提供に 際し X 線フィルム等をコピーした 場合のフィルム 

コピ 一代 等 

(2) 診療報酬の算定上、 回数制限のあ る検査等を規定回数以上に 行った場合の 費用 

(3) 新薬、 新医療材料、 先進治療等に 係る費用 

ア 薬事法上の承認前の 医薬品、 医療材料 ( 治験薬を除く。 ) 

。 適応外使 """ 薬 " 
ウ 不妊治療等の 保険適用となっていない 治療方法 ( 高度先進医療を 除く。 ) 

ェ 予防、 生活改善に係る 診療 等 

4  その他 

上記 1 から 3 までに掲げる 事項のほか、 実費徴収の具体的取扱いについては、 「保険 (.m 療 ) 

給付と重複する 保険 外 負担の是正について」及び「 m 痛 ま玉韻Ⅱ及び 薬担 規則並びに 療生 基準に基 

づき厚生労働大臣が 定める掲示事項等山及び 口 選定療養及び 特定療養費に 係る厚生労働大臣が 定 

める医薬品等 ] の制定に伴う 実施上の留意事項について」を 参考にされたい。 

なお、 上記に関連するものとして、 入院時や松葉杖等の 貸与の際に事前に 患者から預託される 

金銭 ( いわゆる「預り 金」 ) について @  その取扱い力 湖 確になっていなかったところであ るが、 

将来的に発生することが 予想される債権 を適正に管理する 観点から、 保険医療機関が 患者から 

4 



「預り金」を 求める場合にあ って @t  当該保険医療機関は、 患者似卜の十分な 情報提供、 同意の 

確認や内容、 金額、 精算方法等の 明示などの適正な 手続を確保すること。 
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( 参考 2) 

特定療養費制度の 在り方に係る 基本的方向性 ( 抄 ) 

i Ⅰ 

平成 1 6 年 1 2 月 3 日   

中央社会保険医療協議会 

診療報酬基本問題小委員会 
  

3  . 療養の給付と 直接関係のないサービス 等について 

0  保険医療機関等において 療養の給付を 行 うに 当たり、 療養の給付とは 直接関係のない 

サービス等について 患者から実費を 徴収することは、 健康保険法においても 特に禁止さ 

れていない。 

0  実費徴収が認められるサービス 等としては、 「保険医療機関等において 患者から求める 

ことができる 実費について」 ( 平成 1 2 年「「 月 「 0 日保険 発第 「 86 号保険 局 医療 課 

長 ・歯科医療管理官通知 ) において、 以下のものが 明記されている。 

Ⅲ ) 日常生活上必要なサービスに 係る費用 

ア お なっ代 

イ 病衣 貸与 代 ( 手術，検査等を 行う場合の病 衣 貸与を除く。 ) 
ウ テレビ 代 

エ 理髪 代 

ク オ リーニンバ 代 等 

(2) 公的保険給付とは 関係のな い 文書の発行に 係る費用 

ア 証明書 代 

イ 診療録の開示手数料 ( 閲覧、 写しの交付等に 係る手数料 )  等 

(3) 診療報酬点数表上実費徴収が 可能なものとして 明記されている 費用 

ア 在宅医療に係る 交通費 

イ 薬剤の容器 代 ( ただし，原則として 保険医療機関等から 患者へ貸与するものとす 

る )  等 

0  しかしながら、 医療現場においては、 外国人患者のための 通訳など、 療養の給付と 直 

接 M 係のないサービス 等に該当するか 否かが必ずしも 明らかでないものについて、 その 

取扱いについて 混乱が生じているのではないか、 との意見があ った。 

0  療養の給付と 直接関係のないサービス 等に該当するか 否かが必ずしも 明らかでないも 

のとしてどのようなものがあ るか、 患者や医療現場のニーズを 把握した上で、 療養の給 

付と直接 M 係のないサービス 等については、 そもそも保険診療と 保険 外 診療との 併 m の 

問題が生じないことを 明確化するべきであ る。 
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( 参考 3) 

いわゆる「混合診療」問題に 係る基本的合意 ( 抄 ) 

( 平成 1 6 年 1 2 月 1 5 日 厚生労働大臣・ 規制改革担当大臣合意 ) 

3  制限回数を超える 医療行為等 

0  制限回数を超える 医療行為については、 適切なルールの 下に、 保険診療との 

併用を認める。 ただし、 医学的な根拠が 明確なものについては、 保険導入を検 

訂 する。 
0  療養の給付と 直接関係のないサービス 等について、 保険診療との 併用の問題 

が生じないことを 明確化する。 

4  保険診療と保険 外 診療との併用の 在り方について ( 略 ) 

5  改革の手順 

0  まず現行制度の 枠組みの中で 対応することとし、 できるものから 順次実施し 

て 平成 1 7 年夏までを目途に 実現する。 ただし、 国内 未 承認薬の使用に 係る施 

策については、 平成 1 6 年度中に必要な 措置を講じる。 

( 以下略 ) 



( 参考 4) 

規制改革・民間開放の 推進に関する 第 「 決 答申 ( 抄 ) 

( 平成 1 6 年 1 2 月 24 日規制改革・ 民間開放推進会議 ) 

T. 主要官製市場等の 改革の推進 

Ⅱ いわゆる「混合診療」 ( 保険診療と保険 外 診療の併用 ) の解禁 

[ 具体的施策 ] 

以下のような 改革方策を講ずるべきであ る。 

なお、 改革の手順として、 まず現行制度の 枠組みの中で 対応することとし、 で 

きるものから 順次実施して 平成 17 年夏までを目途に 実現する。 ただし、 国内 未承 

調薬の使用に 係る施策については、 平成 16 年度中に必要な 措置を講じる。 

さらに、 現行制度について、 「将来的な保険導入を 前提としているものであ るか 

どうか」の観点から、 名称も含め、 法制度上の整備を 行 う こととし、 平成 18 年の 

通常国会に提出を 予定している 医療保険制度全般にわたる 改革法案の中で 対応す 

る。 

3. 制限回数を超える 医療行為等 [ 平成 ]7 年夏までに措置 ] 

(1) 制限回数を超える 医療行為については、 適切なルールの 下に、 保険診療との 

併用を認める。 ただし、 医学的な根拠が 明確なものについては、 保険導入を検 

訂 する。 
(2) 療   の給付と直接 M 係のないサービス 等について、 保 検 診療との併用の 問題 

が生じないことを 明確化する。 



( 参考 5) 

「 療養の給付と 直接関係のないサービス 等」に関する 御意現の募集について ( 案 ) 

平成 1 7 年 2 月 

厚生労働省保険 局 医療 課 

厚生労働省では、 平成 1 6 年 1 2 月 1 5 日の厚生労働大臣と 規制改革担当大臣との「いわゆる「混 

合診療」問題に 係る基本的合意」に 沿って、 療養の給付と 直接関係のないサービス 等については、 

保険診療との 併用の問題が 生じないことを 明確化することとしています。 

米 「いわゆる「混合診療』問題に 係る基本的合意』の 内容をご覧になりたい 方はこちら 

つきまして @  療養の給付と 直接関係のないサービス 等に該当するか 否かが必ずしも 明らかでな 

いものとしてどのようなものがあ るのか、 幅広い御意見をお 寄せ頂きたいと 存じます。 

なお、 お寄せ頂いた 御意見は、 今後、 中央社会保険医療協議会診療報酬基本問題小委員会におけ 

る 検討の参考にさせていただきますが、 その際，公表させていただく ( 個人名は秘匿いたします。 ) 

場合がございます。 

また、 御意見に個別に 回答することは 予定しておりませんので、 その点御了承願います。 

[ 募集する 意 現について ] 

療養の給付と 直接関係のないサービス 等に該当するか 否かが必ずしも 明らかでないものとし 

て 、 どのようなものがあ るのか 

( 考えられる 例 ) 

  外国人患者のための 通訳 

  美容整形 

  その他多様な 患者サービス ( インターネットの 利用等 )  等 

[ 募集期間 ] 

平成 1 7 年 2 月 日 ～平成 1 7 年 3 月 日Ⅰ か 月間 ) 

[ 提出方法 ] 

・電子メールの 場合 

OO00 鏑卸 w.go.jp までお寄せ下さい。 

メールの題名は「療養の 給付と直接関係のないサービス 等に関する 意 コ見」として 下さい。 
米ファイルを 添付する 場 白ま word (2 ㏄ 0 年版又はこれ 以前のバージョン ) 、 一太郎 ( バージョンⅡ 又 

はこれ以前のバージョン ) 又はテキスト 形式の い ず オ助畦よ りお願いけたします。 

御意見のほか、 年齢、 性別、 職業 (m 療 関係者 (E 師 、 歯科 E 師 、 薬剤師、 看護節筈 ) 、 

会社員、 専業主婦、 大学生等。 ) について、 可能な範囲でご 記入いただきますよう、 お願い 

します。 
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厚生労働省保険 局 医療 課 

療養の給付と 直接関係のな い サービス等に 関する意見募集担当 兄 

御意見のぼ か 、 年齢、 性別、 職業 (. 医療関係者 ( 医師、 歯科医師、 薬剤師、 看護節筈 ) 、 会 

社員、 専業主婦、 大学生等。 ) について、 可能な範囲でご 記入いただきますよ う 、 お願いしま 

す。 

米電話によるご 意見はお受けできかねますので、 あ らかじめ御了承下さい。 
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( 参考 6) 

健康診断 時 及 び 予防接種の費用について ( 抄 ) 

( 平成 1 5 年 7 月 30 日保険 局 医療 課 事務連絡 ) 

楠
雄
 

し
 
視
が
 

胎
内
 

と
 

開
 
は
こ
 

 
 
用
し
 

費
と
 

l
l
 

Ⅱ
 
2  入院患者に対する 予防接種については、 当該患者の罹患予防等の 観点から実施されるものであ 

って、 療養の給付として 行われるものではないことから、 外来患者に対する 予防封事と同様に、 

患者からその 費用の支払を 受けることができる。 

  




